
賃金引上げの取組に関する
チェックリスト

賃金引上げ前の準備

本奨励金で取り組まれた賃金の引上げは国、都または区市町
村が実施する同一の事由と認められる他の助成金等を利用し
たものではありませんか

時間単価の計算について

引上げ前は常に東京都の地域別最低賃金額を上回っており、
かつ、引上げ後は常に東京都地域別最低賃金額を30円以上上
回っていますか

最低賃金の対象となる賃金は固定残業手当を除いて計算して
いますか（たとえ、毎月支払われるものでも対象外です）

固定残業手当を支給しているケース

固定残業手当を導入している場合、
賃金引上げ後は、固定残業手当も引上げ後
の残業単価で計算した手当に引上げていま
すか

会社で使用する帳簿や書類について

法定に則った出勤簿・賃金台帳等で、
適切な記載および管理がされていますか

※賃金台帳の必要項目（源泉徴収簿ではありません）

氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数（深夜・休日・
残業時間を含む）、基本給および手当額、賃金控除額など

※正しい割増賃金の計算について（しっかりマスター労働基準法割増賃金編）

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf

魅力ある職場づくり推進奨励金申請事業者の皆様

～賃金の引上げの取組を実施後、申請の前にチェックリストを使って、確認しましょう～

就業規則等に規定している定期昇給外（臨時昇給または定期昇
給の上乗せ等）で実施していますか

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf

